
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 

長浜市社会福祉協議会 

【法人の紹介】 

理念 ～地域の絆で ともに育み支えあい 安心して暮らせるまち長浜～ 

私たちは市民の皆様との信頼関係の中で、地域に密着した福祉のまちづくりを進め、地域に

貢献することを目的とした活動を行っています。 

活動範囲は幅広く、子どもから高齢者、しょうがい者、ひきこもり者、生活困窮者など様々

な方を対象としており、誰一人取り残さない支援の仕組みづくりを行っています。 

私たちと一緒に長浜市をもっと住みやすいまちにしていきたい！という、熱意のある方を募

集しております。（以下、業務の一例です） 

●高齢者サロン活動の支援、ひとり暮らし高齢者等の見守り支援 

●しょうがい者の社会参画支援、福祉サービス利用の支援 

●子育て支援、福祉教育の推進、子ども食堂運営の支援 

●フードバンク・フードドライブ活動の支援、ボランティアの育成 

●デイサービスセンター等の運営（市内１０カ所） 

●ホームヘルプサービスの運営（市内２カ所） 

●ケアプランセンターの運営（市内３カ所） 

 ●特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアハウスの運営 

 ●介護予防への取り組み、介護人材の育成（外国人対象を含む）  

 ●赤い羽根共同募金、日本赤十字社の事務局の運営 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

【休 暇】 

●年間休日 123日（令和３年度実績） 

●年次有給休暇 年間 20日（正規職員） ※嘱託（契約）職員は年１０日～ 

  休暇の取得は 1時間単位でも可能 

  平均有給休暇取得数 12.7日 

●特別休暇等 全 21種（慶弔、出産、育児、病気等） 

【給 与】 

 ●基本給 令和 4年度の昇給実績 最大 18,960円 平均 7,405円 

 ●手 当 家族手当 最長 22歳まで、16歳以上は加算あり 

      役職手当 6,500円～150,000円 

      夜勤手当 10,000円/回 

      その他、各種諸手当あり 

  ※同業他社と比較して、非常に手厚いと思います。 

    参考 平均勤続年数 8.7年 平均給与 460万円（正規職員） 

【賞 与】 

 ●年 2回（6月・12月） 

 ●年間 3.95ヵ月分（勤勉手当については最大で 35％加算） 

【退職金】 

 ●最大で基本給の 52ヵ月分程度（勤続 38年の場合） 

【福利厚生など】 

●育児休業は選択により、最長でお子さんが３歳になるまで取得できます。 

●インフルエンザ予防接種費用を法人で全額負担しています。 

●資格取得や更新のための費用助成を行っています。また、それに係る職務義務免除制度も

あります。 

●タブレットやスマホで記録が行えるように、ICT 化を積極的に進めており、業務の効率化

を図っています。 

 ●様々な業務を行っているので、ひとつの法人内でいろいろな経験を積みながらキャリア

アップを目指していくこともできます。 

 ●人事考課制度を整備しているので、公正な評価に基づく昇給・昇格が行われます。 

 

 

働きやすさＰＲ♪ 

 

職員一同、心よりお待ちしております！ 

 


